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平成２４年度 土木部 ９月補正要求概要

補正予算の規模
１ 東日本大震災からの復興 再生に必

補正予算の概要

◯平成２４年度９月補正 土木部予算

一般会計 １５億４，５６９万円

●東日本大震災からの復旧・復興関連経費 ５６億８，１０７万円

●新潟 福島豪雨等による災害復旧関連経費 ２２億１ １６０万円

１ 東日本大震災からの復興・再生に必

要な事業に係る補正を行います。

２ 新潟・福島豪雨等で被災した箇所の

災害復旧に必要な経費の増額補正を行 ●新潟・福島豪雨等による災害復旧関連経費 ２２億１，１６０万円

●国の内示差、予算の組替え等 △６４億７，１３３万円

●その他緊急に必要な経費の補正 １億２，４３５万円

特別会計

災害復旧に必要な経費の増額補正を行

います。

３ 国の交付金の内示差に係る補正、予

算の組替え等を行います。 特別会計

港湾特別会計 ３７０万円

流域下水道特別会計 １２億２，０３４万円

（下水道汚泥対策、国の内示差等）

４ その他、緊急に必要となる経費の補

正を行います。

東日本大震災からの復旧・復興に必要な経費

復 営住宅 整備費 億

主な事業内容

・復興公営住宅の整備費 ・・・・・・・ ５５億８，９８７万円
・放射性物質に汚染された汚泥を乾燥する施設の整備 ・・・・・・・ ５，０００万円
・津波被災地の復興を支援する道路や漁港の整備 ・・・・・・・ ４，１２０万円

新 福島豪 等 災害復 経

P.1

P.2

新潟・福島豪雨等による災害復旧に関する経費

・被災箇所の早期復旧を図るため、
着工時期を前倒しするための事業費の増加 ・・ １５億８，０００万円

民間住宅の建設支援

・県産材を活用した民間住宅の建設費への補助 ・・・・・・・・ ３，０００万円 P.3



【事業の概要】 原子力災害による避難者のための復興県営住宅を整備します

土木部 ９月補正予算

事業の概要

原子力災害により、避難の継続を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、
県が避難町村の要請に応じて復興公営住宅を代行で整備することに加え、県自らが復興公営県が避難町村の要請に応じて復興公営住宅を代行で整備することに加え、県自らが復興公営
住宅を整備し、早期に恒久的な住宅を供給します。

復興県営住宅の整備

９月補正予算分
（５００戸） ※平成２６年度当初

より順次入居予定避難町村 受入市町村

施工 完成・入居用地取得造成

より順次入居予定

調整
協議

避難町村 受入市町村

設計県
（避難地域復興局・土木部）

調整

復興庁
（福島復興局）

協議

※この資料に関する問い合わせ先 ： 被災者支援住宅対策チーム
主幹 村井 （電話024-521-8384 県庁内線5334 ） １

福島県土木部

木造住宅のイメージ 中層住宅のイメージ



【事業の概要】 放射性物質を含む下水汚泥を乾燥する施設を設置します

土木部 ９月補正予算

事業の概要

県北浄化センターでは、下水汚泥が放射性
物質に汚染され 従来の処分先へ搬出ができ

汚泥処理処分一連の流れ

保管汚泥の
臭気対策実施

・汚泥保管の適切な管理
・活性炭脱臭機の導入 等

物質に汚染され、従来の処分先へ搬出ができ
ないため、臭気対策をしながら、施設内での
保管を余儀なくされています。

現状のまま、保管を続けた場合、臭気の悪
化と保管場所 足を招く恐れがあります

放射能汚泥緊急
対策業務

臭気対策実施

・汚泥処分計画の策定
・仮設乾燥施設規模検討

（参考）汚泥の性状変化イメ ジ化と保管場所の不足を招く恐れがあります。
このため、汚泥中の水分を低下させ、腐敗

の防止・保管場所の確保等を図ることを目的
に、センター敷地内に仮設乾燥施設を設置し

仮設乾燥施設
設置工事

今
回
事

乾燥前

（参考）汚泥の性状変化イメージ

ます。
設置工事事

業

保管汚泥の状況
乾燥→水分低下

臭 腐敗防止

◇汚泥保管テントの設置状況（県北浄化センター）

テント内部の状況

施設稼働(保管)
保管汚泥の状況

乾燥後

・悪臭・腐敗防止
・汚泥の保管量減
・運搬効率の向上

外部搬出

乾燥した汚泥は、
埋立処分場や
中間処理場等へ搬出

乾燥後

※この資料に関する問い合わせ先 ： 下水道課 主幹 佐藤 （電話024-521-7513   県庁内線3656 ）
２

福島県土木部

中間処理場等へ搬出。



【事業の概要】 ふくしまの木をつかった家づくりを支援します

土木部 ９月補正予算

事業の概要 「森を木づかうふくしま住まいる事業」

○県では 低炭素型社会の実現と地域住宅
○県内に自ら居住する住宅であること

追加募集

○県では、低炭素型社会の実現と地域住宅
産業の活性化を図るため、県産木材を用
いて地域工務店等が建築する木造住宅に
対し、建設費 の一部を助成します。

○県内における住宅着工戸数が増加傾向に

補
助
の

○施工者の主たる営業所が県内にあること

○住宅部分の床面積が７０㎡以上あること

○住宅部分の使用木材の1/2が県産木材であること
○県内における住宅着工戸数が増加傾向に

ある中で、「ふくしまの木」をつかった
家づくりを促進するため、追加募集を行
います。

要
件

○平成24年度内に着工・竣工すること
（補助金交付決定前に竣工している住宅は対象外）

○県産木材のＰＲ等に協力いただくこと

補
建て主 応募書の提出

助
金
交
付

木
造
住
宅
の

補助金交付申請書の提出

付
の
流
れ

の
建
設

受 領

実績報告書の提出

補助金の支払い

※この資料に関する問い合わせ先 ： 建築指導課 主幹 川音 （電話024-521-7522   県庁内線3667 ） ３
福島県土木部

受 領
県産木材を活用した木造住宅の一例

補助金の支払い


